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人権に関する相談体制を調えるとともに、庁内における各課の相談体制のネットワークの充実を図る。
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河内長野市民

庁内外の相談機関相互の連携により、多様化するニーズへの相談体制のネットワークを確立する。
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細事業：人権相談事業                                

 

１．人権相談事業 

 (1) 人権擁護委員相談 

日常生活の中で発生する様々な人権に関わる諸問題に人権擁護委員が応じるため、人権相談所を開設した。

また、５月の憲法週間、６月の人権擁護委員の日及び１２月の人権週間には「特設人権相談所」を開設した。 

相談日時 毎週火曜日 午前 10時～午後 3時 

相談場所 市役所２階 ２０２会議室 

相談員  人権擁護委員 ７人 

相談件数 ３８件 

(2) 人権相談事業委託（河内長野市人権協会に委託）委託料 3,300,000円 

人権侵害を受けている、またはそのおそれのある市民に対して、自らの判断で問題を解決できるように職員

が適切な助言や情報の提供、関係機関の紹介・取り次ぎを行った。 

相談名  人権あれこれ相談 

相談日時 市役所業務日の午前 9時～午後 5時 30分 

相談場所 市役所２階 ２０２会議室・人権推進室内 

相談件数 ５０件 

(3) 各種相談事業のネットワーク化 

市民からの相談やその相談に対する救済制度の充実を図るため、相談関係部局及び関係機関の相互交流によ

る情報交換、連携協力体制を確立することを目的に各種相談事業推進会議を設置した。また、市民向けに「各

種相談事業概要一覧表」を作成し、各種相談窓口に配備するとともに、相談員ハンドブックを作成し、各種相

談事業の総合的かつ円滑な推進に努めた。 

 


